
「郡上食べ歩きスタンプラリー」
事業説明会

コロナ禍により売上が減少している郡上市内の飲食店の振興と地域に密
着したコミュニケーションを大切にした商工会員事業所の魅力を再発見して
いただくことを目的として飲食店を巡るスタンプラリーを実施します。

お客様に安心・安全に配慮しながら食事を楽しんでもらうために、新型コロ
ナウイルス感染症感染予防対策を行っている飲食店を対象とします。

-スタンプラリーの実施期間-

令和２年１１月１日(日)～１２月３１日(木)
※期間外はスタンプを押さないように注意してください。



スタンプラリーの内容①

①スタンプラリー台紙を一般向けに配布
（新聞折込、参加店にも台紙配布）

②1人あたり300円以上の会計時、来店者全員
の台紙に参加店のゴム印 を1回押す

（ゴム印が無い店は、店名と代表者名を記入して認印を押す）

③3店舗分溜まったら満点となるので応募。抽選
で郡上市共通商品券3千円分が300名に当たる
（スタンプは3店舗分全て異なる店舗である事。同一店舗不可）



スタンプラリーの内容②

応募方法

いずれかの応募方法

①商工会窓口へ提出または郵送
②参加店が預かって、期間終了後1/8㈮までに商工会へ提出
※当選発表は、商品券引換券の発送に代えさせていただきます。



スタンプラリー参加店の条件

食品衛生法に基づく飲食店、
又は喫茶店営業の許可を取得してい
る店舗で、新型コロナ感染症対策を
行って営業している郡上市商工会員
の事業所。



参加店登録申込の方法

参加店登録申込料500円。

令和2年10月15日（木）迄に、
参加店登録申込書と商工会本所
窓口又は商工会各出張所に申込料
を添えてご提出してください。
※期日を過ぎても登録ができますが、市内新聞折込チ
ラシ等に間に合わない事があります。



その他 留意事項

・参加店は新型コロナウイルス感染症対策を行う
店舗として、Gujo+11月号や新聞折込チラシ、商工
会だより11月号で広く郡上市内に宣伝ＰＲ致しま
す(予定）。但し誌面の都合上、広告内容は文字広
告だけとなります。

・1人300円以上の会計で台紙１枚に１回の押印を
お願いします。一枚の台紙に同じ店舗の押印があ
る場合、無効となります。

・スタンプラリー台紙は商工会が配布するほか、原
紙をコピーしていただいても結構です。



-参考-

岐阜県策定

「コロナ社会を生き抜く行動指針」要点抜粋

・感染対策実施責任者を設置。責任者はチェックシートを用意して感染対策が毎日実行できているか管理する。
・利用者同士の間隔を最低1ｍ以上確保する。行列の間隔を最低1ｍ以上確保する（ソーシャルディスタンスの確保徹底）。
・入店人数の制限を設ける。席数を減らす。
・入店時にお客様の健康状態を確認する。37.5℃以上の発熱がある人や、風邪の症状がある人は入店を控えて頂く。
・換気を頻繁に行う。入口の常時開放、換気扇の常時稼働、換気装置付エアコンの使用、扇風機を外部へ向けて使用等。
・従業員のマスク着用（必須）。
・アクリル板・透明カーテン等で対面箇所の遮断措置。
・会計時のキャッシュレス決済の積極利用。席上会計の実施。
・入店時の手指消毒とこまめな手洗いを励行する。
・共用タオル、ハンドドライヤーを廃止し、使い捨てペーパータオル等を設置。
・テイクアウト利用は予約を推奨し、店内での待ち時間を減らす。
・ドアノブ等の接触部位、メニュー表、調味料等 備品類の消毒。
・お客様が使用した使い捨ておしぼり、箸等は密閉して廃棄。
・従業員の毎日の健康チェック。検温を行い、衣服は毎日洗濯。
・入場者へ感染予防周知徹底。
・滞在時間を短くし、大声で会話をしないようお客様に案内する。
・新聞、雑誌等は置かない。
・可能な限り大皿料理やビュッフェ形式を控える。
・カラオケの利用自粛、又はマスクを着用して歌唱する。
・店内パフォーマンスの自粛。

詳細版は、岐阜県HP「コロナ社会を生き抜く行動指針」
URL:https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/207616.pdf
をご覧ください。



郡上食べ歩きスタンプラリー

参加店登録申込書
参加店登録料500円を添えて商工会本所窓口又は商工会各出張所へご提出ください。

登録店名
（チラシ掲載名）

営業時間

休 日

住 所 郡上市

電話番号

ＦＡＸ

代表者署名
（自署）

当店は、左記の事項を遵守して営業する
事を誓い登録申込みをします。

-参加店にお願いすること-

①新型コロナ感染拡大防止対策を行ってく
ださい。

②スタンプラリー参加店ステッカーを配布す
るので期間中掲示してください。

③スタンプは1人あたり300円以上の会計の
来店客全員に押してください。

④応募台紙を預かった場合、期間終了後
1/8㈮までに商工会へ提出してください。紛
失に注意してください。

⑤不正にスタンプを押さないでください。当
選者の台紙 に不正店舗名があればもし当
選があったとしてもその応募は無効となりま
す。

⑥スタンプ台紙の店頭配布にご協力ください。


